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○共通構造部（協定規則第０号）型式認証実施要領について（依命通達）」（平成３１年３月２９日付国自審第２１０９号） 

令和８年６月４日改正 

国自審第５８５号 

（傍線の部分は改正部分） 
改    正    後 現         行 

別添  

共通構造部(協定規則第０号)型式認証実施要領 

 

第 1～第 4 （略） 

目次（略） 

 

別添１ 共通構造部（IWVTA）型式指定実施要領 

 

第 1～第１３ （略） 

別表（申請書の添付書面及びその記載要領等）（第４関係）（略） 

別紙１～第 1号様式（略） 

別記様式（特定共通構造部（ＩＷＶＴＡ）の範囲） 

         （用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。） 

 

Regulation No. 

協定規則番号／改訂版番号（名称） 

Variant(s) / version(s) 

バリアント／バージョン 

１０／０６（電磁両立性に関する統一規定）  

１１／０４～１４／０９ （略）  

１６／０９（座席ベルト）  

１７／１１（座席）  

別添  

共通構造部(協定規則第０号)型式認証実施要領 

 

第 1～第 4 （略） 

目次（略） 

 

別添１ 共通構造部（IWVTA）型式指定実施要領 

 

第 1～第１３ （略） 

別表（申請書の添付書面及びその記載要領等）（第４関係）（略） 

別紙１～第 1号様式（略） 

別記様式（特定共通構造部（ＩＷＶＴＡ）の範囲） 

         （用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。） 

 

Regulation No. 

協定規則番号／改訂版番号（名称） 

Variant(s) / version(s) 

バリアント／バージョン 

１０／０５（電磁両立性に関する統一規定）  

１１／０４～１４／０９ （略）  

１６／０８（座席ベルト）  

１７／１０（座席）  
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２１／０１～３０／０２ （略）  

３４／０４（衝突時の車両火災防止装置）  

３９／０１～４３／０１ （略）  

（削除）  

４８／０８～１２１／０１ （略）  

１２５／０３（運転者の前方視界）  

１２７／０４（歩行者保護装置）  

＊ １２９／０４（幼児用拘束装置）  

１３４／００～１３７／０２ （略）  

＊ １３８／０２（静かな道路運送車両の

可聴性の低下） 

 

１３９／００～１６３ （略）  

備考 １．～５．（略） 

 

別添２ 共通構造部（IWVTA）型式証明実施要領 

第1～第17 （略） 

別表（申請書の添付書面及びその記載要領等）（第８関係） （略） 

別紙１～第五号様式 （略） 

別記様式（特定共通構造部（ＩＷＶＴＡ）の範囲） 

         （用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。） 

Regulation No. 

協定規則番号／改訂版番号（名称） 

Variant(s) / version(s) 

バリアント／バージョン 

１０／０６（電磁両立性に関する統一規定）  

１１／０４～１４／０９ （略）  

１６／０９（座席ベルト）  

２１／０１～３０／０２ （略）  

３４／０３（衝突時の車両火災防止装置）  

３９／０１～４３／０１ （略）  

＊ ４４／０４（幼児用拘束装置）  

４８／０８～１２１／０１ （略）  

１２５／０２（運転者の前方視界）  

１２７／０３（歩行者保護装置）  

（新設）  

１３４／００～１３７／０２ （略）  

＊ １３８／０１（静かな道路運送車両の可

聴性の低下） 

 

１３９／００～１６３ （略）  

備考 １．～５．（略） 

  

別添２ 共通構造部（IWVTA）型式証明実施要領 

第1～第17 （略） 

別表（申請書の添付書面及びその記載要領等）（第８関係） （略） 

別紙１～第五号様式 （略） 

別記様式（特定共通構造部（ＩＷＶＴＡ）の範囲） 

         （用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。） 

Regulation No. 

協定規則番号／改訂版番号（名称） 

Variant(s) / version(s) 

バリアント／バージョン 

１０／０５（電磁両立性に関する統一規定）  

１１／０４～１４／０９ （略）  

１６／０８（座席ベルト）  
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１７／１１（座席）  

２１／０１～３０／０２ （略）  

３４／０４（衝突時の車両火災防止装置）  

３９／０１～４３／０１ （略）  

（削除）  

４８／０８～１２１／０１ （略）  

１２５／０３（運転者の前方視界）  

１２７／０４（歩行者保護装置）  

＊ １２９／０４（幼児用拘束装置）  

１３４／００～１３７／０２ （略）  

＊ １３８／０２（静かな道路運送車両の

可聴性の低下） 

 

１３９／００～１６３ （略）  

 

 

備考１．～５．（略） 

 
附則１～附則６ （略） 
 
別紙 （略）  
 

１７／１０（座席）  

２１／０１～３０／０２ （略）  

３４／０３（衝突時の車両火災防止装置）  

３９／０１～４３／０１ （略）  

＊ ４４／０４（幼児用拘束装置）  

４８／０８～１２１／０１ （略）  

１２５／０２（運転者の前方視界）  

１２７／０３（歩行者保護装置）  

（新設）  

１３４／００～１３７／０２ （略）  

＊ １３８／０１（静かな道路運送車両の可

聴性の低下） 

 

１３９／００～１６３ （略）  

 

 

備考１．～５．（略） 

  

附則１～附則６ （略） 
 

別紙 （略）  
 

附 則（令和８年６月４日付け国自審第５８５号） 

（施行期日） 

１．本改正規定は、令和８年６月４日より施行する。 

（新設） 

 


